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幼児教育・保育の無償化について

保育料が無料になり
ます※福生市では、
非課税世帯は以前か
ら無料です。

認可外保育施設等
( ※ 4) を無料で利
用できます（上限 
月額 42,000 円）

無償化の
対象には
なりませ
ん（※ 5）

手続きの必要はあ
りません
※保育園で給食費
の支払いに関する
手続きが必要です。

手続きの必要
はありません

施設等利用給付認定 ( 新 1 号 )〔新制度に移
行していない幼稚園（聖愛幼稚園、福生多摩
幼稚園等）の場合のみ〕
　園を通して申請書を配布します。

【提出書類】申請書
【提出先】利用する幼稚園
【提出期限】令和元年 7月 16 日㈫まで　　　

施設等利用給付認定（新 2号）
  園を通して申請書を配布します。

【提出書類】①申請書②保育を必要とする事由が
確認できる書類（勤務証明書、母子手帳、障害者
手帳等）

【提出先】利用する幼稚園
【提出期限】令和元年 7月 31 日㈬まで

施設等利用給付認定（新 2号・新 3号）
　市役所 1 階 8 番子ども育成課保育係窓口で申請してくだ
さい（認証保育所に通っている方は別途ご案内します）。

【提出書類】①申請書②保育を必要とする事由が確認できる
書類（勤務証明書、母子手帳、障害者手帳等）

【提出先】子ども育成課保育係
【提出期限】利用する月の前月 15 日まで

( ※ 1)…牛浜幼稚園（新制度）、清岩院幼稚園（新制度）、牛浜こども園（幼稚園部分（新制度））、聖愛幼稚園（新制度未移行）、福生多摩幼稚園（新制度未移行）、他自治体

の幼稚園

( ※ 2)…市内認可保育園（13 園）、牛浜こども園（保育園部分）、ちゃいれっく福生駅前保育園、福生多摩乳幼児部ひよこ保育園、ほか自治体認可保育園等

( ※ 3)…就労、妊娠・出産、障害・疾病、介護等の理由により、保護者のいずれもが児童を家庭で保育できない場合を指します。「保育の必要性の認定」は市が行います。

( ※ 4)…認証保育所、一般型の一時預かり保育（すみれ保育園で実施）、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、幼児教育類似施設、ベビーシッター等（複数利用可）

( ※ 5)…一時預かり保育（市内全園で実施）と病児・病後児保育は、保育の必要性や年齢に関係なく、非課税世帯であれば無償で利用できます（福生市独自のサービス）。
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認可外保育施設等
( ※ 4) を無料で利
用できます（上限 
月額 37,000 円）

非課税世帯である 子どもの 4月 1日
現在の年齢は？

スタート
現在通っている施設は
幼稚園？ 認可保育園？

保育料の無償化に加え、
幼稚園の預かり保育を無
料で利用できます（上限
月額 11,300 円）

保育料が無料にな
ります（上限月額
25,700 円）

保育料が無料になります
※食材料費（給食費）を徴収
します（月額 4,500 円。一部
の方は免除されます）。

一部

施設等利用給付認定（新 2 号）
の申請
※在園の幼稚園で利用可能です。
※新制度に移行していない幼稚園

（聖愛幼稚園、福生多摩幼稚園等）
に通っている児童は「新１号」の
認定と両方の手続きが必要です。

施設等利用給付認定
（新 2号）の申請
※幼稚園、認可保育
園に通っていないこと
が条件となります。

施設等利用給付認定
（新3号）の申請
※認可保育園に通っ
ていないことが条件
となります。

施設等利用給付認定（新 1 号）
の申請（一部利用者のみ）
※新制度に移行していない幼稚園

（聖愛幼稚園、福生多摩幼稚園等）
の児童のみ手続きが必要です。
※上記以外の施設は手続きの必
要はありません。
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幼児教育・保育の無償化フローチャート

　10 月から、幼児教育・保育の無償化が始まります。子
ども育成課保育係では、複雑な制度の理解促進のために、
無償化に関するフローチャートを作成しましたので、ご
自身に該当する内容をご確認ください。

【問合せ】子ども育成課保育係☎ 551・1780
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【川の志民館をご利用ください】川の志民館は、多摩川に関する情報の収集・発信や環境学習の支援等を目的に運営されています。涼み処としてもご利用ください。 

【開館日】毎週土・日曜日（年末年始を除く）【開館時間】午前 10 時～午後 4時※使用料無料【所在地】南田園 3-64-2【問合せ】環境課環境係☎ 551・1718

　幼児教育・保育の無償化に関する制度全般について市の担当職員が説明します。
【日時】① 7月 26日㈮午後 7時～ 8時② 7月 27日㈯午前10時～ 11時
※各回とも申込み不要
【場所】子ども応援館 1階子育て地域活動室

▼幼児教育・保育の無償化に関する説明会を開催します

3～5歳の障害児で「児童発達支援サービス等」を利用している場合も、無償の対象となります（手続きは不要です）。
幼稚園や保育園等を利用していても、どちらも無償となりますので、上記フローチャートをご参照ください。


